
宇治市監査委員公表第 10号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 12項の規定により、市

長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規

定により当該通知に係る事項を次のとおり公表します。 

 

  平成 28年 11月 22日 

 

宇治市監査委員 

小 山 茂 樹 

森   真 二 

堀   明 人 

 



１ 当該通知があった日 

 平成 28年 11月 2日 

２ 監査の結果を公表した日 

 平成 28年 9月 16日（宇治市監査委員公表第 8号） 

３ 当該通知に係る事項 

  次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




